
健康保険の手続きを忘れずに！ 問い合わせ先　本庁　税務住民課　国保年金係　
☎　０９６８・８６・５７２３
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国民は国が定めている健康保険のいずれかに加入しなければなりません。
　健康保険は、被保険者全員で医療機関を受診した被保険者の医療費７～９割を負担し、受診
者の負担を軽減する制度です。出生し日本国民となった日から、健康保険に加入することにな
り、市区町村での手続きが必要になります。親が社会保険でその扶養に入る場合は、親のお勤
め先での手続きとなります。
　また、就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、町外へ転出したりするなど、和水町
の国民健康保険の資格を喪失する場合は、保険証を14日以内に和水町役場窓口へ返却し、国保
喪失の手続きが必要になります。
　離職や扶養から外れることで社会保険を喪失したり、転入したりするなどの場合も、お住ま
いの市区町村の国保取得の手続きが必要になります。
　なお、国保喪失の手続きをせずに社会保険などに加入した場合は、国保税が課税され続ける
ことになりますので、ご注意ください。
　医療機関を受診する時には、正しい健康保険で受診してください。

誤った健康保険で受診してしまったらどうしたらいいの？
　国保の資格取得または喪失の手続きが遅れた場合は、その事実が発生した時点までさかのぼ
ることになります。それまでの間に誤った健康保険で受診した場合は、正しい健康保険での受
診となるように別の手続きが必要になります。

こんなときはどうしたらいいの？

会社に就職して社会保険などの
資格を取得した（手続き中）けど、
被保険者証が交付されるまでに
医療機関を受診したいんだけど？

会社に相談して、社会保
険取得の証明を出しても
らいます。または病院に事
前に相談して、受診してく
ださい。

社会保険に加入したけど、
役場への届出が遅れて、そ
の間に国保の被保険者証を
使ってしまったんだけど？

和水町から転出したけど、
転出先の市区町村から被保
険者証が交付される前に、
和水町国保の被保険者証を
使ってしまったんだけど？
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その月中（できるだ
け早く）に病院へ正
しい被保険者証を
持って行き、修正し
てください。
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ご寄付いただきました
12月18日に、株式会社　八方建設（菊池
市）から、子どもの見守りのために、防犯
カメラ５台いただきました。ありがとう
ございました！

国民年金保険料
学生納付特例

問い合わせ先　本庁　税務住民課　国保年金係
☎　０９６８・８６・５７２３

　国民年金は、二十歳の誕生日の前日から加入になりますが、学生は、申請により保険料の納付が猶
予される制度（学生納付特例制度）があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確
保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することが
できます。二十歳になったときに日本年金機構から届く封書にある申請書を郵送もしくは役場窓口に
お持ちになり、手続きをお願いします。
対象となる人　�大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校（学校教育法

で規定されている修業年限が１年以上の課程）に在学する学生などで、学生納付特例
を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の人または失業などの理由がある人。

　　　　　　　（所得の目安）　118万円＋（扶養親族の数×38万円）
申請に必要なもの　①在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書
　　　　　　　　　②マイナンバーもしくは基礎年金番号のわかるもの

くらしの情報
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